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南部町議会予算特別委員会会議録（第２号） 

  

平成18年３月14日（火） 

 

出席委員（40名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 

  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

  7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

  9番  庭 田 豊 茂 君      10番  夏 坂 清 蔵 君 

 11番  長 根 和 夫 君      12番  工 藤 幸 子 君 

 13番  四 戸   清 君      14番  内 村 貞 子 君 

 15番  工 藤 和 夫 君      16番  中 居   誠 君 

 17番  佐々木 幹 夫 君      18番  馬 場 又 彦 君 

 19番  日向端   猛 君      20番  立 花 寛 子 君 

 22番  大久保 俊 和 君      23番  工 藤 光 幸 君 

 25番  川守田   稔 君      26番  佐々木 金 嘉 君 

 27番  工 藤 久 夫 君      28番  坂 本 正 紀 君 

 29番  馬 場 忠 靖 君      30番  河 端 幸 蔵 君 

 31番  相 田 耕 作 君      32番  山 口 博 个 君 

 33番  沼 畑   繁 君      34番  小笠原 義 弘 君 

 35番  佐々木 元 作 君      36番  伊 達 一 夫 君 

37番  金 沢 和 夫 君      38番  小田原 長 一 君 

39番  東   寿 一 君      41番  西 塚 芳 弥 君 

 42番  野 田 清 八 君      43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席委員（３名） 

   21番  沖 田 周 藏 君      24番  滝 田 米 作 君 

   40番  宮 野   正 君 
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説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  総 務 課 長  馬 場   宏 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  大久保   均 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  坂 本 勝 二 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  西 塚 友 雄 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  川 井 和 男 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  出 納 室 長  坂 本 與志美 君 

名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  相 馬 紘 司 君 

市  場  長  堀 内 誠 悦 君  教  育  長  佐 藤 恵 吾 君 

学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君  社会教育課長  工 藤 光 行 君 

農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 次 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇委員長（金沢和夫君） ただいまの出席委員数は40人でございます。定足数に達しております

ので、これより予算特別委員会を再開いたします。 

（午前10時00分） 

                                           

〇委員長（金沢和夫君） 本日は、本委員会に付託されました議案第62号から議案第80号までの

平成18年度特別会計予算議案の19件を審議いたします。 

 議事の進行につきましては、各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

                                           

 

◎議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（金沢和夫君） それでは、審議に入ります。 

 議案第62号、平成18年度南部町学校給食センター特別会計予算を議題といたします。本案につ

いて説明を求めます。学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） 議案第62号、平成18年度南部町学校給食センター特別会計予算に

ついてご説明いたします。 

 既定の歳入歳出それぞれ２億3,535万4,000円と定めるものであります。 

 ６ページをごらんください。歳入についてご説明いたします。１款分担金及び負担金、１節給

食費負担金、個人負担の分です。これは小学校１食255円、中学校280円とするものです。合計で

１億1,191万2,000円となります。 

 ２款繰入金、１節一般会計繰入金、福地給食センター4,002万6,000円、名川給食センター3,908万

2,000円、南部給食センター4,342万9,000円で、合計で１億2,253万7,000円となります。 

 ３款諸収入、雑入3,000円です。 

 ４款繰越金、１節繰越金90万円となります。 

 ７ページをごらんください。歳出について主なものをご説明いたします。２節給料、６名分で
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す。2,315万9,000円。11節需用費2,185万8,000円、主なものは燃料費、光熱水費となります。12節

398万6,000円、米飯食器洗浄手数料237万6,000円が入っております。 

 ８ページをごらんください。13節委託料4,664万9,000円、この中には給食業務請負委託料、業

務委託の分ですけれども、名川給食センターの調理、配送業務委託料2,099万2,000円、福地給食

センターの調理と配送業務委託料1,857万2,000円、南部給食センターの配送業務委託料、これが

403万2,000円となります。19節負担金補助及び交付金506万2,000円、主に退職手当組合職員の分

です。２目、９ページですけれども、給食費、これは給食の賄い材料費です。11節の需用費１億

1,191万2,000円。 

 ２款予備費90万円となります。 

 以上で終わります。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ありませんか。11番。 

 

〇11番（長根和夫君） 関連で給食センター整備について質問をいたします。 

 給食センターについては、非常に老朽化が進行しているということで、この問題は３町村合併

協議以前から広域で進めたいということで、いろいろ協議をされてきたはずであります。当然合

併協議会においても急を要するということで、早急に整備が必要という認識に至ったことであり

ます。私は、新年度予算にその準備のための予算も計上されるのかなという期待を持っておりま

したが、計上されておりません。いろいろ財政事情等もあることではありますが、早急を要する

ということでありますし、町長は総合振興計画は１年半ぐらいかけてということでありますが、

その総合振興計画の中でということになれば、さらにおくれる心配もあります。その整備につい

ては町長どのようにお考えなのか、お伺いをします。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 給食センターの建設につきましては、合併協議会でも協議をされて、で

きるだけ早急に取り組んでいこうということで、合併協の中でも建設候補地、ここについても合

併協の段階でそれぞれの教育長初め、教育関係者の方々がお集まりをいただいて、場所の選定も

決まってございました。それで、南部町としてもできるだけ早く取り組みたいということで進め
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ております。18年度は建設委員会を設置しまして、19年度から本格的に取り組みたいと。そして、

給食センターについては、唯一現在のところ合併特例債が活用できるということでございまして、

これはもう必ず活用した方が有利でございます。７割が交付税算入されますので、町負担が実質

的に３割で建設できますので。ただ、前から言っております、そのでは７割を得たから、それを

また別な方に使っていこうとなると、従来と同じ全部が持ち出し分という考えになりますので、

そうならないように注意をしながら、今18年度予算措置になっておりませんが、建設委員会設置

して動いて、19年度からしっかりと整備に向けて具体的に取り組めると、こういう予定でありま

すので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 11番。 

 

〇11番（長根和夫君） 福地給食センターが特にひどいのかもしれませんけれども、以前からい

ろんな箇所を改修しながら使ってきているわけですけれども、中にはいつ動かなくなっててもお

かしくないというような施設設備等もあるというふうな話も伺っておりますが、その状況はどの

ような形、今現在どういう形になっているのか、お知らせをいただきたいと思います。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） ただいまの福地給食センターという質問なのですけれども、今現

在福地給食センターも業務は普通に行っております。それで、いろいろな部分では、どこの給食

センターもそうなのですけれども、ボイラーとか給食センターの運搬車両とかは確かに古くなっ

ておりますけれども、その都度修理しながら、それなりに給食は出せる範囲内で、できるだけ修

理で対応するようにしております。 

 以上です。 

 

〇委員長（金沢和夫君） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（金沢和夫君） 議案第63号、平成18年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算

を議題といたします。本案について説明を求めます。商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 議案第63号、平成18年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計

予算についてご説明申し上げます。 

 これはチェリウスに関する予算であります。第１条になります。歳入歳出予算の総額は7,750万

1,000円と定めるものであります。 

 ７ページをお開きください。初めに、歳出の方からご説明申し上げます。１款１項１目の管理

運営費の中で、７節賃金であります。2,192万8,000円を計上しておりました。臨時職員の内訳と

しましては、事務系が４名、調理人が２名、パートが３名という内訳になっております。次に、

11節需用費であります。3,709万3,000円の内訳としましては、燃料費が主なものであります。そ

れから、光熱水費が864万計上しております。あと修繕料が216万、次に12節の役務費2,230万、

この中でクリーニング料132万を計上しております。13節委託料669万4,000円は、清掃業務510万

8,000円を計上しております。次に、14節の使用料及び賃借料161万7,000円のうち清掃用具の借

上料、これはダスキン社でございますけれども、95万2,000円を計上しております。 

 次に、６ページをごらんください。歳入になります。１目の農林漁業体験実習館使用料としま

して、本年度は1,780万を計上しております。 

 それから、次の２款１目財産売払収入としましては4,660万を計上しております。繰入金とし
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ましては、一般会計の繰入金1,300万を計上しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。12番。 

 

〇12番（工藤幸子君） この実習館の事業内容、私ちょっと行ったことないものですから、中身、

内容ちょっとわかりません。ですから、その事業内容と、それから利用度といいますか、それを

ちょっと簡潔にお知らせください。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） チェリウスは宿泊業務、それからいわゆる会議等による宴会、こ

れが主な業務となっております。そのほかに押し花教室とかドライフラワー教室とか、体験をで

きるという形で、グリーンツーリズムの一翼を担っている施設ということになります。 

 それから、利用率、回転率というご質問でございますが、パーセンテージ等は出しておりませ

ん。ただ、利用者別のパーセントは出ております。宿泊者は、町内は５％、近隣町村は15％、八

戸市からの宿泊客が10％、その他の県外等が70％という利用状況になっております。ちなみに、

入り込み数は、昨年の12月末日までで３万5,896名の入り込みという形になっております。利用

率の方は算出しておりませんので、ご了承いただきたいと思います。 

 以上です。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 12番。 

 

〇12番（工藤幸子君） チェリウスにはしょっちゅう活用させていただいておりますし、四、五

日前も四、五十人で行って総会をしたりしていますけれども、周辺に何か特別な実習館のような

のがあるのかなと思って、それでお聞きしました。大体様子がわかりました。ありがとうござい

ます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） ほかにございませんか。25番。 
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〇25番（川守田稔君） 先ほどの答弁で、宿泊の部屋の回転率のようなものの統計をとっていな

いということなわけですね。ということになりますと、余りにも宿泊施設を備えておる施設とい

うことにとっては、非常にずさんな経営なのではないのかなと思います。1,300万の繰入金があ

るのですが、単純に計算すれば１日３万5,616円という営業努力が必要なわけです。これ利用率

について何年か前にも聞いたことあるのです。そうしたら、わかりませんということでした、フ

ロントで。いまだにそうだということは、繰入金をさも当然のように考えておる経営なのかなと

いうことになれば、ちょっと問題なのではないのかなと、この先。そう思います。そういうこと

を踏まえて、ちょっとご答弁願えればよろしいのですが。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 議員がご指摘した回転率にはまだ計上していないというだけであ

りまして、今、年度途中でございますので、率は出せないと申し上げました。12月末現在での利

用客数は2,469名の宿泊客がございます。これは、チェリウス１日当たりの受け入れ人数が52名

ですので、これから算出することはたやすいわけですけれども、４名の部屋に２名入っていると

いった場合は、単純に空き部屋の回転率ということになりますので、今回の予算計上には参考に

しなかったとご理解いただければと思いますが。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 25番。 

 

〇25番（川守田稔君） わかりました。ですけれども、しからばどういう営業努力をふだんなさ

っておるのかということになるのですが、何か見ていますと一般の町内の宴会ですとか、そうい

った民間に対して食い込むような、民間の業務を食い荒らすような業務を町の機関がそういうふ

うに行っているというようなことがよく見えてくるような、これは偏見かもしれません。ですが、

そういうふうな物の見方がおのずとされてくるのです。もっと本来のグリーンツーリズムであれ

ばグリーンツーリズムの一翼を担っているという大義名分のもとに、今とは違った営業のあり方

というのも必要になってくるのだと思うのですが、現在どのような営業活動を行っているのか説

明してください。 
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〇委員長（金沢和夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 営業努力でございますが、年に菊花繚乱とか、いろいろな宴会料

理等のメニューを作成してパンフレット等で周知しているほかに、一応宿泊に関しましては、い

ろんな形でツアーとか月見ウォークとか、いろいろ行事を開催しまして、それでＰＲの周知を図

っているという状態でございます。宴会につきましては、大変宴会場が部屋数が少ないというこ

とで、繁忙期には三つの団体が入るとお断りしなければならないという状況がありますので、従

業員にも宴会の営業努力ということは余り強く申し上げてはおりませんでしたけれども、レスト

ランの部分を見ますと、町外が40％を占めているという状態で、地元の同種の営業の方には余り

ご迷惑をかけているという認識は持っておりませんでした。 

 以上であります。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 25番。 

 

〇25番（川守田稔君） わかりました。ありがとうございました。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 36番。 

 

〇36番（伊達一夫君） 数字ではないですが、用語というのだか、７ページの特定財源の使用の

使、次が財政の財、諸の諸とありますが、この内容を教えてください。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） その他の財源のところでありますか。 

 

〇36番（伊達一夫君） ええ。数字が何のことだか。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 体験実習館の使用料の1,780万の主な財源としましては、宿泊料

と、それから。 
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〇36番（伊達一夫君） いやいやいや、この漢字は、これは縦に読むのか。使というのはどうい

う意味。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 使という漢字は１目の体験実習館の使用料の使という意味でござ

います。それから、財というのは、財産収入の財という意味になります。それから、諸というの

は、諸収入という表記になっております。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（金沢和夫君） 議案第64号、平成18年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算を

議題といたします。本案について説明を求めます。企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） それでは、議案第64号、平成18年度南部町ボートピア交付金事業特別

会計予算についてご説明をいたします。 

 第１条でございますけれども、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,650万円と定める。 
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 主な内容につきまして、歳出からご説明いたしますので、７ページをお開き願います。第１款

総務費、第１項総務管理費、１目一般管理費についてでありますけれども、10節にボートピア関

係者来庁時のお土産代等として町長交際費に８万5,000円、それから19節の負担金にボートピア

なんぶ運営協議会負担金として10万円、それから補助金に中学生海外派遣事業補助金として

1,450万5,000円、それから児童国内研修派遣事業補助金として180万円、それから28節繰出金は

科目確保のために1,000円、合わせまして1,649万1,000円、これに第２款の予備費の9,000円と合

わせまして、合計で1,650万円を計上してございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。６ページの上段でございます。第１款ボートピア交付

金、１項ボートピア交付金の１目環境整備協力費についてでありますけれども、ボートピアなん

ぶの売り上げの１％交付されるものでございまして、1,649万9,000円を見込んでございます。 

 それから、２款繰越金につきましては、科目確保のため1,000円計上いたしまして、合わせて

1,650万円を見込んでございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。12番。 

 

〇12番（工藤幸子君） ボートピアの交付金につきましては、当初の交付金の配分していただい

た交付金、これの交付金は、実は旧町村、南部町で最初にそういう交付金をいただいたときには、

環境整備のために使ってくださいという大項目がありました。ですけれども、今状況を見てみま

すと、町長の交際費という項目が出ているようです。この辺の項目の調整、そういう名目のもの

に表明化して使ってもいいかもしれませんけれども、こういうふうに大きく出るというのもどう

かなと思うのですけれども、その辺中学校の海外研修とか小学校の国内研修というとか、そうい

う子供たちに悪影響を及ぼすのではない、実際はなっていないのですけれども、及ぼすのではな

いかという、そういう懸念された部分に対して、好意にそういう施策がなされたという経緯があ

りますので、できるだけそういう環境整備ということに重きを置いて、この内容の貸借を考えて

いただきたいと、こう思います。その辺ご説明をお願いいたします。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 企画課長。 
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〇企画課長（奥瀬敬君） 町長交際費の件でございますけれども、まずボートピア関係者の方が

年に数回やっぱり地元を訪れますので、その場合はちょっとした手土産ということで、額とすれ

ば８万5,000円ですけれども、決算にすれば８万5,000円は使われていないのではないのかなと。

これは、前年度も前々年度も計上されていますので、18年度も計上した次第でございます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 12番。 

 

〇12番（工藤幸子君） その辺は行政の手段としていろいろあると思いますけれども、そういう

経緯を少しお話しして、それに対してのご答弁をいただきましたので、できるだけそういう前提

のもとということを意中に受けとめていただいて、これはやっていただければいいかなと思って

います。ありがとうございました。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 16番。 

 

〇16番（中居誠君） 中学生の海外派遣事業のところで1,450万5,000円ありますけれども、以前

の場合ですと、合併する前ですとバンクーバーとか、そういうふうな、オーストラリアですか、

中学生を対象にして、全学年ですか、全学年ではない、２学年だったら２学年全員を対象にした

と思っております。それも希望者を募って、要するにどうしても行けないという都合があれば行

かなかったと。そして、それに対してはもちろん個人負担もあったと思います。これで、今度合

併した、今現在中学生を今度はどのように対象として海外派遣事業としてやっていくのか、もち

ろんこの場合にはお金は恐らく全員というわけにはいかなくなるのではないかなと、私このよう

に思っております。その辺のところどういうふうにしてやるのか、お願いします。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） 中学生の海外研修につきましては、学務の担当でございますけれども、

予算計上している分についてご説明をいたします。 

 予算計上している分は、カナダで予算計上してございます。派遣ですけれども、南部中の２学

年で、66名のうち85％の56名で予算計上してございます。 

 以上でございます。 
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〇委員長（金沢和夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（金沢和夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（金沢和夫君） 議案第65号、平成18年度南部町国民健康保険特別会計予算を議題とい

たします。本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、議案第65号、平成18年度南部町国民健康保険特別

会計予算についてご説明いたします。 

 第１条でございますが、歳入歳出それぞれ24億8,229万8,000円と定めるものでございます。 

 歳出の方から説明をいたします。12ページでございます。第１款総務費、第１項総務管理費、

これは職員の人件費等を計上してございます。 

 第１款総務費、第２項徴税費でございます。これはこの中の第２目でございますが、納税奨励

費、これを1,379万1,000円計上してございます。 

 次に、14ページをお開き願います。第２款１項療養諸費、第１目一般被保険者療養給付金でご

ざいますが、11億1,770万6,000円、これは療養給付費でございます。次、２目退職者療養給付費
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でございますが、２億8,435万円を計上してございます。 

 次のページの第２款保険給付費、２項高額医療費でございます。一般被保険者高額療養費に１

億1,752万7,000円を計上してございます。 

 次のページをお開きください。16ページでございます。第３款老人保健拠出金、第１項老人保

健拠出金、１目老人保健医療費拠出金でございます。医療費拠出金として５億42万4,000円を計

上してございます。 

 次、第４款介護納付金でございますが、介護納付金といたしまして１億25万9,000円を計上し

てございます。 

 第５款共同事業拠出金でございます。これは高額医療拠出金でございますが、7,691万6,000円

を計上してございます。主なものは以上でございます。 

 次に、歳出の方でございます。８ページをごらんください。歳入、第１款国民健康保険税でご

ざいますが、１目一般の国民健康保険税収入でございますが、６億9,228万7,000円を計上してご

ざいます。２目の退職者に関しましては、7,929万7,000円を計上、計７億7,158万4,000円を計上

してございます。 

 次、３款の国庫支出金でございます。医療給付費等負担金といたしまして一般、老人、介護合

わせまして６億4,943万7,000円を計上してございます。 

 同じく第３款２項国庫補助金でございますが、財政調整交付金といたしまして２億5,186万

4,000円を計上しました。 

 次に、第４款療養給付費交付金でございますが、第１目は退職被保険者等療養給付費等でござ

いまして、２億7,897万4,000円を計上してございます。 

 次に、第５款県支出金でございます。県補助金、都道府県財政調整交付金といたしまして１億

2,644万1,000円を計上してあります。 

 次に、第６款共同事業交付金でございます。第１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業

交付金3,713万8,000円を計上いたしました。 

 次のページ、10ページでございます。第８款繰入金でございます。他会計繰入金、一般会計繰

入金から、合わせまして２億2,251万4,000円を計上してございます。以上が主なものでございま

す。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 説明が終わりました。 
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 質疑を許します。20番。 

 

〇20番（立花寛子君） ページ数といたしましては、歳入の８ページでございます。１款国民健

康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、３節医療給付費分滞納繰越

分、下の４節介護納付金分滞納繰越分について質問いたします。それぞれ2005年度末までの滞納

繰越分の総額を教えていただきたい、また何世帯、何人に当たるのでしょうか。まず、この点を

お伺いいたします。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 第１款１項１目３節の医療給付費分滞納繰越分ということで、

どのぐらいあるかということでございますが、これは16年度決算でのデータでございますが、３

町合わせまして１億5,700万ほどございます。 

 以上です。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） その下も一緒に、４節です。介護納付金滞納繰越分についてはいかがで

しょうか。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 介護の滞納はちょっと調べてございません。３町足した資料

がちょっとございませんでしたので、申しわけございませんが、後でお知らせしたいと、そう思

います。済みません。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） そうしますと、医療給費の方が主に関係課長さんがお話しになるようで

すので、そうすると４節の方はまず抜かしまして、１款１項２目退職被保険者等国民健康保険税、
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３節についての滞納繰越分、金額をお知らせいただきたい。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 退職者の方の医療給付費につきましては、３町合わせまして

130万ほどでございます。 

 以上でございます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） では、次に進みますけれども、私は事前に滞納世帯数を調べてまいりま

した。この金額からはわからないと思いますけれども、短期保険証をいただいている方が114世

帯、資格証明書、これは一たん窓口で医療費を支払ってから手続をする世帯は69世帯、計183世

帯の方がいろんな意味で普通の保険証はいただいていない世帯ということがわかりました。この

点についてでありますが、特に問題なのは、資格証明書をいただいております69世帯について、

この一つ一つの世帯の中で乳幼児とか子供さんとか、そういう急に病気になったときに医療費に

困って病院に行けないという世帯がおるでしょうか、この点をお聞きいたします。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 立花議員の言われました乳幼児と、そのような家庭といいま

すか、世帯につきましては、町村それぞれ今まで審査会というものがございまして、そういうふ

うなものに家族がいると、病人がいる、乳幼児がいると、そういうところはこの対象にしてござ

いませんので、発行しております。 

 以上です。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） 滞納世帯の方は、払いたくても払えないという事情もありますので、ぜ

ひその点お酌みくださって、無理に支払うようなことはしないでいただきたいということを訴え
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ておきたいと思います。 

 それとともに、きのう質問しました町税滞納繰越分の世帯数は432名、そして国保税の滞納世

帯は183名、多分ダブっている、町県民税もお支払いできなければ必然的に国保税の方もお支払

いできない世帯があると思いますので、この点についてやはり町としても何とか住民の皆さんの

負担を軽減させるための方策が必要だと思いますが、それで町長にお伺いいたします。国保税の

減免制度は、ご存じのように法定減額と申請減免があります。申請減免の根拠は地方税法にある

貧困に困り生活のため公私の扶助を受けるもの、その他特別の事情があるものに限りとなってお

ります。国保税が高くて支払いが困難になっている世帯に、申請減免の制度を認めていただく、

これは個人が、国保税が高いのでもう少し何とか引き下げていただきたいと、個人で交渉するた

めの申請減免なのですけれども、これを認めていただく考えはないのか、町長にご質問いたしま

す。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず、税というのは、本来国民が納税の義務というのがまず法律で第一

にうたわれているわけです。我々も、先ほども資格証明書の件でもありましたが、そういう乳幼

児とか病人がいる方々、そういう方々にはまず配慮をしてきております。ただ、本来税というの

は、平等に、公平に本来は納めなければいけないのが税なわけでございます。ただ、それぞれご

事情もありますから、国の制度なり活用をしながら対応してきているわけでございますが、ここ

は議員にもおわかりいただきたいのは、町の職員が個別にまずお願いに行きます。そういうとき

に、それこそ月幾らでもまずいいですから、納められる範囲内で納めてもらえないですかと。そ

うではないと資格証明書、短期証明にしても、やっぱり不公平感も出てくるわけです。そういう

お願いをしに行くと、家にいるのですけれども、出てこない方々とか、交渉もできない方々もた

くさんおられるのです。職員は非常に、税務課の担当職員はいろいろな形で日中も行けない、夜

とか、そういう中で足を運びご理解をいただいて、そしてできるだけ短期資格、資格証明書等を

発行できるように努力しているわけです。そういう中で取り組んでおりますので、まず基本は納

税の義務と、こういうのが国家を、まず国を支えていく基本なわけでございます。これがなけれ

ば、すべてにおいて国が成り立ちませんし、地方自治体も成り立たない。国民保険は特別会計で

すから、その枠内で本来やっていかなければならない。一般繰り出しが多くなれば多くなるほど、

国保はよくなっても町の予算はどんどん大変になってくる、こういう同じことを抱えて動かなけ
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ればならないわけでございます。ですから、我々は国保の部分だけ考えるわけにもいかない、国

保を考えて一般会計の中身も考えていかなければならないのが行政のスタイルでございますので、

議員がおっしゃる気持ちは重々私ももうわかっております。今までも何回も立花議員さんと議論

してきておりますので、行政でできる部分は最大限努力しながら、しかし軽減だけでもまた成り

立たないという部分もご理解をいただいて、ただ本当に困っている方々については町としての対

応の仕方から含め、無理のない納税の仕方、そういうのもあると思いますので、そういう部分は

十分検討してまいりたいと、こう思っております。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） 職員の皆さんのご努力は大変なものと思います。しかし、今国保の審議

をするときに避けて通れないのは、国の国民皆保険、大変よい制度が、国保税が余りにも引き上

げられているために崩壊している、そういうことが問題ではないかと思っております。しかし、

町長もおっしゃったように、自治体でやる努力も行うというような発言がありましたので、その

点をぜひ実行していただきたい。 

 ところで、これは町長が深くかかわってきた、合併についての、合併に伴っての施策というこ

とで実施されていた点がありましたのでお聞きしたいと思います。それは、国保の財政基盤の強

化ということで、市町村国保広域化等支援基金の創設が2002年度から実施されています。合併し

た市町村に高い保険税となるようにする制度でしたが、この制度のことをご存じだったでしょう

か。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 正直、済みません、わかりませんでした。勉強不足でした。ただ、合併

したときに高い町村に合わせる。 

 

〇20番（立花寛子君） そうです、そうです。 

 

〇町長（工藤祐直君） それは法的に決まっているのですか、そうではないでしょう。これは合

併協で協議して決めていくものではないでしょうか。 
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〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） これは国が2002年度から実施していたということを私も調べたわけであ

ります。市町村国保広域化等支援基金、この点について関係課の方とか、税金にかかわった方、

調べたことがある方は関係課の方、お話ししていただきたいと思うのですが、私の方から指摘し

てよろしいのでしょうか。とにかくこれ2002年ですから、合併するかしないか、そのさなかに、

合併したならば高い国保税とするように指導している国の法律なのですけれども、全く気がつか

なかったのでしょうか。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 今現在の税務担当課長と旧担当課長からも聞いたのですが、今ちょっと

わからないということで、仮にあったとしてもそれ制度がもしあったのかもしれません。ただ、

それぞれの町村の国保税を国が決められるわけがない、それぞれの町村、自治体で協議して決め

ることであって、あったかはちょっと私も確認していないのであれですが、あったとしてもそう

いうふうに決めなければならないということではないでしょう。合併協で話し合いしてきました

し、合併協で新町において統一をしていくと、その統一の部分は具体的には合併協で数字が出て

きていなかったわけです。ですから、今年１年は旧３町村の従来どおりの税率でいきますが、こ

れは高い町村に合わせるとかではなくて、新南部町の国保税を考えたときに、加入者から考えて

健全な国保税をしていくためには幾らにしていかなければならないというのを新南部町で決めて

いくのではないですか。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） 今まだこの基金のはっきりとした制度がわかられていない中での議論で

ありますので、ぜひこの制度のことを調べていただいてから、決算のときもありますので、その

ときにはっきりした論議を交わしたいと思います。ただ、私も国保税はその議会で決める、その

町で決めるということが大前提になっておりますので、国がこのように高くしなさいというよう

な指導をしているのかどうか、その点も疑問でありますが、国保税の税額を決めるのは議会です



  

－  － 86 

ので、この点はしっかりと心しておきたいと思います。 

 その点を言って質問は終わります。 

 

〇委員長（金沢和夫君） ほかに質疑ございませんか。36番。 

 

〇36番（伊達一夫君） 15ページ、出産育児一時金が何人分なのか、それから葬祭費も同じく何

人分計上しているのか。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 出産費につきましては30万でございますので、400人分でご

ざいます。それから、葬祭費につきましては、210人分ということで計算してございます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 36番。 

 

〇36番（伊達一夫君） １人30万で400人分。３町合わせてもそういう、少し余計ではないかと

思って今お聞きしましたが、まず葬祭の方は高齢者がどんどんふえていって亡くなるのは、それ

でも余計ではないかという気がしますが、予定は予定で、これはあれだと思いますが、ちょっと

400人では多いような気がいたす次第でございます。 

 以上です。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 大変申しわけございません。計算を間違えました。40人分で

ございます。人数のことでございますが、計算は国保加入者でございます、これ葬祭費の方も。

そういうことでございます。 

 

〇委員長（金沢和夫君） 12番。 

 

〇12番（工藤幸子君） 住民生活課長だからお聞きします。 




